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CDMA 高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る技術的条件（案）に対し 

提出された意見及び本委員会の考え方 
（募集期間：平成 21年 11月５日（木）～平成 21年 12月７日（月）） 

 

意  見 本委員会の考え方 

「CDMA 高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る

技術的条件」に関する報告書案は、最新の国際標準化状況を

踏まえても適切な内容であると考えられ、賛同いたします。 

なお、本意見は、社団法人電波産業会の高度無線通信研究

委員会 IMT Partnership部会で承認されたものであることを

付記いたします。 

【社団法人電波産業会】 

本報告書（案）を支持する御意

見として承ります。 

CDMA 高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る技

術的条件（案）につきましては、CDMA2000 系システムにお

いて周波数利用効率及びデータ通信速度の向上を可能とし、

増大しているトラヒックに適時に対応するものであり、当該

技術を実用化導入するうえで必要となる省令等の改正につ

ながるため、賛同いたします。 

 

本高度化では、既設基地局が一の端末と接続する際の電波

を同時に 2波ないし 3波使用することができる仕組みとなっ

ています。その特徴は、当該技術的条件（案）に明示されて

いるとおり、基地局設備や中継装置については、設備の物理

的な改修を伴わない上に電波の質に係る特性に変更が生じ

ない点にあります。総務省における当該技術的条件（案）の

制度化に際しては、上記の特徴を踏まえ、利用者の利便性を

広く早期に実現できるよう、適合性確認方法等を含めた合理

的な関係省令等が整備されることを希望します。 

【KDDI株式会社】 

本報告書（案）を支持する御意

見として承ります。 

技術的要件に次の項目を追加して頂きたい。 

 

○特定エリアにおける機能制限機能を付加する事 

携帯電話端末の利用においては現在、利用者のマナーに委

ねられているところであるが、現実は全く解決に至っていな

い。 

どのような技術的手法を選択するかは採用する企業のポ

リシーなどに委ねる事で構わないが、特定のエリアにおいて

例えば通話機能を制限したり、着信音等をバイブレータに切

り替えたり、発光輝度を抑制するなど利用者を受け入れる空

間のポリシーに併せて制限が可能となるよう機能を付加し、

当該機能制限のコントロールを事業者側等へ求められるよ

うにすべきであると考えます。 

現状の技術でその多くは十分に実現可能であり、恐らくコス

御意見につきましては、CDMA高

速データ携帯無線通信システムの

高度化に係る技術的条件（案）の

内容と直接の関係はないものと考

えます。 
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ト負担等の問題で対応をしていないものと考えられるが、事

業者の責務として社会へ利益還元する責任は大きいものと

考えます。 

また、この試みの結果を踏まえ、次期 LTE 導入に際しての

技術的要件に反映できるものだと考えます。 

【個人】 

 

 


